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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

 当社は 8 月 15 日開催の第 24 期定時株主総会において、定款の一部変更を承認・可決さ

れましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 
1． 変更の理由 
 
株主総会により多くの株主の皆様に参加いただけるよう、株主総会の開催候補地選択の自由度
を高めるため、現行定款第 13 条第２項を削除するものであります。 
 
 
2． 変更の内容 
 
  次のとおり定款を変更いたしました。(下線は変更部分を示します。） 

変更前 変更後 

 
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年 

８月に招集し、臨時株主総会は、
その必要がある場合に随時これ 
を招集する。 

 
２．株主総会は、本店所在地または 

これに隣接する地のほか、千葉 
市において開催することができ 
る。 

 
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年８

月に招集し、臨時株主総会は、そ
の必要がある場合に随時これを 
招集する。 
 
（削除） 

 
 

以上 
 


